
担当課ヒアリングに伴う、事前質問および回答

H27年度 H28年度 H29年度 （単位：千円）

特定不妊治療 15,053 16,281 15,100

一般不妊治療 624 615（決算額714） 745

不育治療　　　　　 1,000 1,000 500

No 内容
第6回議事録
ページ番号

資料名

1

鳥取市が実施している不妊治療などの補助制度は、国と同等のものか。そ
れとも独自に上乗せなどしているものなのか教えていただきたい。国制度と
の違いが分かるような資料もいただきたい。

10

2
28年度中の四半期実績に「現時点で新規助成件数はやや増加してきている
が」とあるが、どのように推移してきているのかデータをいただきたい。 10

H27年度新規助成件数
　　76件（6月末まで7件）

H28年度新規助成件数
　94件（6月末まで19件）

H29年度新規助成件数
　　6月末まで　　　29件

3

各補助制度の予算が分かる資料をいただきたい。できれば国の助成がいく
らで、この事業にどのくらいの市職員が携わっているのかも分かるような資
料がありがたい。

10

4
これら助成事業の概要について、国や県の制度との関係も分かるようにご
説明いただきたい。 10

5
過去数年間の予算と助成実績を並べたデータをいただきたい。（2と併せて）

11

6
この取り組みの成果を測るために、どのような指標が適切と考えておられる
か。何か案でもあるようであればお聞かせいただきたい。 11

7
これらの制度が利用しやすいものであるかどうかが知りたいので、申請手続
きの流れが分かるような資料をいただきたい。 11

資料①の通り

資料②の通り

　この事業の目的は「経済的負担が原因で子どもを諦める夫婦がないように治療費を助成すること」である。実
際に治療には高額な医療費がかかり経済的な理由で治療を断念する夫婦も少なからずあると思われる。しか
しながら治療をするかしないかはその夫婦がどのような生活を描くのか、子どもを望む思いがどれだけあるか
等様々な要因による選択であり夫婦に任されるものである。この事業について、情報提供を行うことはできる
が、利用を呼び掛けるものではない。
　また、不妊治療を行う場合の原因の多くは、母の年齢である。若い年齢で妊娠出産に向かう人が増えれば治
療を必要とする夫婦は減少するはずである。少子化対策として取り組むとすれば、こうしたことの情報提供や
啓発ということになろうか。治療により妊娠につながることは確かではあるが、生産率は約20％と言われてい
る。国において、研究され制度の見直しも行われており市独自に成果を考えることは困難ではないかと思われ
る。

特にフロー図は作成していないので、「お知らせ」のチラシを添付する。資料③

当該事業に従事する職員数（人役） H27年度～H29年度 ： 事務担当者1名（支払等事務）　　保健師10名（申請受付、相談業務）　　年間約450～460件

回答

資料①の通り

上記の通り
※国は特定不妊治療にのみ助成。一般不妊治療および不
育治療への助成は無し。

当該事業に係る予算額（千円）

実施計画名

推進担当課

【ID22】 不妊治療補助制度の拡充、不育治療補助制度の創設、民間企業への不妊・不育治療休暇導入の勧奨

中央保健センター



8
助成の回数や年齢制限などは必要と思うが、そのあたりはどうなっているか
教えていただきたい。 11

9
[目標・達成予定年度]のところにある、次世代育成優秀企業認定制度という
ものについて教えていただきたい。 11

10
不妊治療、不育治療助成制度のチラシなどがあればいただきたい。

11

11
これらの制度やイベントについて、どのように広報（情報発信）しているのか
お伺いしたい。 17

12

資料①の通り

資料③「お知らせ」を参照

　次世代育成優秀企業認定制度は仕事と家庭、子育ての両立支援のための制度を持
ち、その利用促進のための取り組みをしている企業に対して認定するもので、児童家
庭課が主管課となっていた。平成２８年度から子育て支援に限らず、仕事と家庭の両
立と男女ともに働きやすい職場環境づくり、男女共同参画とワークライフバランスに積
極的に取り組んでいる企業に対して認定することとし、「男女共同参画かがやき企業認
定制度」として男女共同参画課が主管することとなった。　（資料④認定要綱参照）

ホームページに掲載している。
「お知らせ」のチラシについては治療医療機関に置き、受診者に見てもらえるように配置するとともに、医師の
治療説明の際に紹介してもらっている。
不妊治療助成については県の申請が受理されてからの申請となるので、県に申請に行った人に対して、その
窓口で市の上乗せ助成があることを案内してもらっている。
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資料②



 

鳥取市特定不妊治療費助成事業のお知らせ 

鳥取市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減し子どもを

望む夫婦が安心して子どもを産み育てることができるようにすることを目的として、特定不妊治療費助成事業を

実施しています。 

 

助成を受けることができる方 

１ 鳥取県特定不妊治療費助成金交付事業の交付決定を受けた方。 

２ 申請時に、夫もしくは妻のいずれか一方または両方が市内に住所を有し、１年以上居住している方。 

３ 夫婦の所得の合計が７３０万円未満である方（児童手当法施行令第３条で計算）。 

 

助成の内容 

１ ＜助成回数＞ 

新規助成に係る治療期間初日の妻の年齢が４０歳未満の場合→４３歳までの治療に対して通算６回まで 

新規助成に係る治療期間初日の妻の年齢が４０歳以上の場合→４３歳までの治療に対して通算３回まで 

  ＜助成金額＞５０，０００円を限度に助成。 

※凍結胚を解凍して胚移植を実施した場合は、２５，０００円を限度に助成。 

２ 上記１の回数を超えた治療 

  鳥取県の助成を受けている治療について、１回の治療につき２５，０００円を限度に助成 

 

※ 鳥取県からの助成額が、県交付決定通知に記載の算定基準額より下回っている場合のみ助成できます。 

※ 治療回数は、治療日の古いものから順に数えます。交付申請に係る治療日以前の治療については、遡っての

申請はできませんので、以前の治療について申請漏れがないか申請前にご確認ください。 

 

申請手続き 

 以下の書類を、鳥取市中央保健センター成人コーナー(さざんか会館３階)へ申請してください。郵送でも受付

けします。ただし、窓口は土、日、祝日は休みです。 

 

申請に必要なもの 

1 鳥取市特定不妊治療費助成金申告書(様式第１号) 

2 鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書(原本) 

3 指定する医療機関が発行した領収書(原本)  

4 鳥取市不妊治療費助成金交付請求書 

※なお、2,3 については内容を確認後にお返しします。 

 

申請期限 

原則として、鳥取県の助成金の「交付決定及び額の確定通知」が交付された日の属する年度内に申請してくださ

い。ただし、２月１日から３月３１日までの間に県決定通知の交付がなされた場合は、翌年度の５月３１日まで

申請することができます。 

 

問い合わせ    鳥取市中央保健センター 母子保健係 

         〒680-0845 鳥取市富安２丁目 104-2 （さざんか会館４階）  

電話 （0857-20-3196） ファクシミリ （0857-20-3199） 

資料③





鳥取市人工授精費助成事業のお知らせ 

鳥取市では、人工授精による不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減し子どもを望む夫

婦が安心して子どもを産み育てることができるようにすることを目的として、人工授精費助成事業を実施し

ています。 

助成を受けることができる方 

1 鳥取県人工授精助成金交付事業の交付決定を受けた方。 

  （平成２３年４月１日以降に治療をされた方） 

2 申請時に、夫もしくは妻のいずれか一方または両方が市内に住所を有し、１年以上居住している方。 

3 夫婦の所得の合計が７３０万円未満である方（児童手当法施行令第３条で計算）。 

助成の内容 

費用の２割を通算２か年度助成します（１年度につき上限４万円）。 

申請手続き 

 以下の書類を鳥取市中央保健センター成人コーナー(さざんか会館３階)へ申請(郵送でも受付けします)。  

 ただし、窓口は土、日、祝日は休み。 

申請に必要なもの 

1 鳥取市人工授精費助成金申告書(様式第３号) 

2 鳥取県人工授精助成金交付決定及び額の確定通知書(原本) 

3 人工授精に係る領収書(原本)  

4 鳥取市不妊治療費助成金交付請求書 

※(なお、2,3 については内容を確認後にお返しします)。 

申請期限 

原則として、鳥取県の助成金の「交付決定及び額の確定通知」が交付された日の属する年度内に申請して

ください。ただし、２月１日から３月３１日までの間に県決定通知の交付がなされた場合は、翌年度の５

月３１日まで申請することができます。 

問い合わせ    鳥取市中央保健センター 母子保健係 

 〒680-0845 鳥取市富安２丁目 104-2 （さざんか会館４階） 

    電話 （0857-20-3196） ファクシミリ （0857-20-3199） 



鳥取市不育治療費等助成事業のお知らせ 

鳥取市では、不育症の診断・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減し子どもを望む夫婦が

安心して子どもを産み育てることができるようにすることを目的として、不育治療費等助成事業を実施しま

す。 

助成を受けることができる方 

１ 申請時に、夫もしくは妻のいずれか一方または両方が市内に住所を有し、１年以上居住している方。 

２ 公益社団法人日本産婦人科学会の会員である産婦人科専門医が所属する医療機関において、不育症を

診 断を受け、その治療を受けている方。 

３ 妻又はその夫が他の地方公共団体から本助成金の対象となる経費に対して同種の給付を受けていな

い 

４ 医療保険各法の被保険者又は被保険者の被扶養者 

５ 夫婦の前年の所得金額（１月から５月までの間に申請する場合は前々年の所得金額とする。）の合計

が７３０ 万円であること 

６ 市税の滞納がないこと 

助成の内容 

不育症に係る診断・治療に要した保険適用外の金額の５割を助成。 

１年度につき１０万円を限度、通算５カ年度までとします。  

対象となる治療 

平成２７年４月１日以降に開始した検査・治療が対象になります。                  

申請手続き 

 以下の書類を鳥取市中央保健センター成人コーナー(さざんか会館３階)へ申請(郵送可)。   

 ただし、窓口は土、日、祝日は休み。 

申請に必要なもの 

1 鳥取市不育治療費等助成金申告書(様式第１号) 

２ 夫及び妻の住所を確認できる書類 

３ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類 

４ 夫及び妻の医療保険証の写し 

５ 市税の滞納がないことを証明する書類 

６ 鳥取市不育治療等実施医療機関証明書 

７ 不育治療に係る医療機関の発行する領収書(内容を確認後、原本をお返しします。)  

８ 鳥取市不育治療費等助成金交付請求書 

申請期限 

原則として、治療が終了した日の属する年度内に申請をしてください。 ただし、２月１日から３月３１

日までの間に治療が終了した場合は、翌年度の５月３１日まで申請をすることができます。 

問い合わせ    鳥取市中央保健センター 母子保健係 

 〒680-0845 鳥取市富安２丁目 104-2 （さざんか会館４階） 

電話 （0857-20-3196） ファクシミリ （0857-20-3199） 



資料④




